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令和５年第３回杵築市議会定例会の開会にあたり、冒頭ひとこと挨

拶を申し上げます。 
新型コロナウイルスの感染対策につきましては、「５類感染症」へ

の移行により、個人・事業者の判断が基本となるとともに、感染状況

につきましても、定点観測による週ごとの公表へ変更となりました。 
また、「定点報告になってから感染状況がわかりにくくなった」と

いう声が寄せられ、県は、季節性インフルエンザの基準を適用してい

ます。これは１定点あたりの医療機関の陽性者数に応じて「警報 」、

「注意報」の２つのレベルを設定し、１定点あたり３０人以上で「警

報 」、 １０人以上で「注意報」とするものです。感染者数につきまし

ては、夏休みやお盆など、人の動きの増加に伴い、全国的に増加して

います。県は、保健所別に、感染状況を色分けして公表しており、８

月７日から８月１３日の本市が属する東部保健所管内では「注意報」

レベルに相当し、注意が必要な状況です。 
感染した場合は、鼻や喉からのウイルスの排出期間の長さに個人差

はありますが、発症２日前から、発症後７日から１０日間は感染性の

ウイルスを排出しているといわれており、症状軽快後も周りの人に感

染させないよう配慮をお願いします。 
また、重症化予防を目的として、国が９月２０日から開始する追加

接種につきましては、引き続き無料で実施し、現在の流行主流株であ

るオミクロン株Ｘ Ｂ Ｂ
えっくすびーびー

．１．５
いってんご

対応１
いっ

価
か

のワクチンを使用するとし

ています。初回接種を終了した生後６か月以上の全ての方を対象とし

ていますので、市民の皆様には、接種の準備が整い次第、順次ご案内

を送付いたします。 
ぜひ、接種のご検討をいただき、特に基礎疾患のある方及び６５歳

以上の方につきましては重症化予防のため、ワクチン接種へのご理解

とご協力をお願いいたします。 
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それでは、今定例会に提出いたしました諸議案等について、説明を

申し上げます。 
 
はじめに、議案第４２号から議案第５１号までの、令和４年度杵築

市一般会計及び各特別会計並びに各公営企業会計歳入歳出決算につい

て、説明を申し上げます。 

まず、議案第４２号 令和４年度杵築市一般会計歳入歳出決算につ

いて、説明を申し上げます。 

歳入総額２０４億８，１０９万４，０６１円に対して、歳出総額は

１９６億５，１４２万３，８４１円で、翌年度への繰越財源３億５，

７１３万３，０００円を差し引いた実質収支額は、４億７，２５３万

７，２２０円の黒字となっています。 

決算の概要を歳入から申し上げますと、歳入総額では前年度比５億

３，６７５万６千円、２．６％の減となっています。歳入のうち、市

税については、３０億７，４１４万７千円で、前年度比５０７万９千

円、０．２％の減となりました。地方交付税については、７１億４，

５７８万３千円で、前年度比１億７，６４０万１千円、２．４％の減

となりました。これは、前年度と比べて、特別交付税が９，０２９万

３千円増加したものの、普通交付税において、基準財政需要額及び国

の補正による追加交付の減により、２億６，６６９万４千円減少した

ためです。国庫支出金については、３５億１６９万３千円で、前年度

比５億３，２４９万９千円、１３．２％の減となりました。これは、

子育て世帯等臨時特別支援給付事業費補助金が３億６，８５０万円の

減、住民税非課税世帯等に対する子育て世帯等臨時特別支援事業費補

助金が３億５，７５０万円の減となったことなどが主な要因です。県

支出金については、１７億１，８６９万円で、前年度比９，１９５万

５千円、５．７％の増となりました。これは、地域消費喚起プレミア

ム商品券支援事業費補助金が、１億１，２８８万７千円の増となった
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ことが主な要因です。寄附金については、９億４，１９５万円で、前

年度比１億３１９万７千円、１２．３％の増となりました。ふるさと

杵築応援寄附金につきましては、９，８９４万２千円の大幅な増とな

りました。繰入金については、１２億６，７５８万１千円で、前年度

比４億５，７１３万２千円、５６．４％の増となりました。これは、

市債の繰上償還に係る減債基金繰入金３億７，００８万８千円による

ものです。市債については、７億２，００６万６千円で、前年度比５

億６８２万８千円、４１．３％の減となりました。これは、臨時財政

対策債が３億４，１４２万８千円減となったことや、災害復旧事業費

の減に伴い市債の借入額が減少したことによるものです。 

次に、歳出について申し上げます。歳出総額では、前年度比７億５，

７７０万２千円、３．７％の減となっています。これは、基金への積

立金の減少が主な要因です。続いて、歳出を性質別に説明を申し上げ

ますが、性質別経費では、一般会計とケーブルテレビ事業特別会計を

合算した普通会計ベースで説明を申し上げます。人件費については、

２９億１，６４３万２千円で、前年度比７，８０５万４千円、２．７ 

％の増となりました。扶助費については、３７億８０３万３千円で、

前年度比５億１，２４６万３千円、１２．１％の減となっています。

これは、子育て世帯等臨時特別支援事業と住民税非課税世帯等に対す

る臨時特別給付金給付事業が減となったことによるものです。公債費

については、２８億２，２２１万６千円で、前年度比１億４，０１８

万５千円、５．２％の増となっています。これは、繰上償還が２億９，

６６９万３千円の増となったことによるものです。物件費については、

３１億７，７０２万４千円で、前年度比１億３，１０１万４千円、４．

３％の増となっています。積立金については、１０億８，４９４万７

千円で、前年度比１０億３，７４２万９千円、４８．９％の減となっ

ています。これは、剰余金の減少による基金への積立減と、ふるさと

杵築応援基金の運用方法の変更によるものです。繰出金については、
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１７億２，３９３万２千円で、前年度比１，６３３万３千円、０．９ 

％の減となっています。普通建設事業費については、１２億８，１２

５万８千円で、前年度比４３５万１千円、０．３％の減となっていま

す。前年度と同規模になっていますが、市単独事業の計上が厳しい中、

負担額以上の事業効果が認められる県営事業を増額して実施しました。 

以上、一般会計及び普通会計の決算について、その概要を申し上げ

ましたが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度比５．９

ポイント増の９１．５％となりました。これは、歳入経常一般財源で

は、普通交付税、臨時財政対策債、地方特例交付金などの減少、歳出

経常経費では、繰上償還により公債費は減少したものの、市立山香病

院への繰出金の増加、職員の定年退職や会計年度任用職員報酬の増に

よる人件費の増加等によるものです。今後も、普通交付税と臨時財政

対策債の合算額が減額されると予想されますので、持続可能な財政構

造の確立に向け、未来戦略推進プランに掲げた取組や目標を、着実に

推進しなければなりません。 

また、財政の健全化判断比率では、実質赤字比率等全指標で基準を

クリアしており、公営企業の資金不足比率についても問題はありませ

ん。実質公債費比率は、前年度比１．９ポイント減の６．６％となり

ました。将来負担比率については、将来負担額に充当可能な財源が、

将来負担額を上回ったため、比率は「なし」となりました。これは、

健全化判断比率の算定が開始された平成１９年度決算以降で、初めて

のこととなります。健全化判断比率の状況は改善していますが、中期

財政収支の見通しを立て、危機意識をもって引き続き全会計にわたる

財政健全化に努めてまいります。 

 

次に、議案第４３号 令和４年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会

計歳入歳出決算については、歳入総額４億７，１９０万２９円に対し

て、歳出総額は４億５，８７０万３，５０６円で、翌年度への繰越財

4



 

源３４１万円を差し引いた実質収支額は、９７８万６，５２３円の黒

字となっています。 

 

次に、議案第４４号 令和４年度杵築市国民健康保険特別会計歳入

歳出決算については、歳入総額３９億６，０８０万９，５１８円に対

して、歳出総額は３８億３，０８７万３，７５１円で、実質収支額は

１億２，９９３万５，７６７円の黒字となっています。 

 

次に、議案第４５号 令和４年度杵築市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算については、歳入総額４億７，１０７万７，２３９円に対

して、歳出総額４億６，９６０万５，３８９円で、実質収支額は１４

７万１，８５０円の黒字となっています。 

 

次に、議案第４６号 令和４年度杵築市介護保険特別会計歳入歳出

決算については、歳入総額３９億３７６万６，０５０円に対して、歳

出総額３７億８，４１０万３，０７４円で、実質収支額は１億１，９

６６万２，９７６円の黒字となっています。 

 

次に、議案第４７号 令和４年度杵築市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算については、歳入歳出総額ともに１億４，３３１万８，

８５７円で、実質収支額は０円となっています。 

 

次に、議案第４８号 令和４年度杵築市水道事業会計決算ですが、

損益計算による収益及び費用については、水道事業収益５億４３１万

６，５５５円に対して、水道事業費用は４億９，８７８万９，１７１

円で、当年度経常利益は５５２万７，３８４円となり、これに特別損

益を合算した当年度純利益は５４６万７，５７３円となりました。 

資本的収入及び支出については、収入額８，２４７万４，３４３円
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に対して、支出額は２億９，７６６万３，８４１円で、不足する額は、 

当年度分消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補

填いたしました。 

資本的支出のうち建設改良費については、西大内山地区配水管布設

替工事等を行い、１，６７５万４千円を翌年度へ繰越いたしました。 

 

次に、議案第４９号 令和４年度杵築市工業用水道事業会計決算で

すが、損益計算による収益及び費用については、工業用水道事業収益

１，８４３万５，５９６円に対して、工業用水道事業費用は８９７万

８，６５０円で、当年度経常利益、当年度純利益ともに９４５万６，

９４６円となりました。 

資本的収入及び支出については、収入額０円に対して、支出額は１，

４７８万７，５８１円で、不足する額は、過年度分損益勘定留保資金

及び減債積立金で補填いたしました。 

 

次に、議案第５０号 令和４年度杵築市下水道事業会計決算ですが、

損益計算による収益及び費用については、下水道事業収益６億３，１

６６万５，２１５円に対して、下水道事業費用は６億３，１４１万７，

３９２円で、当年度経常利益は２４万７，８２３円となり、これに特

別損益を合算した当年度純利益は３９万９，８７０円となりました。 

資本的収入及び支出については、収入額３億９，８５２万３４１円

に対して、支出額は６億２，９６５万５，０３８円で、不足する額は、

当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年

度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填いたしました。 

資本的支出のうち建設改良費については、ストックマネジメント対

策工事委託業務等を行い、７，４４０万円を翌年度へ繰越いたしまし

た。 
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最後に、議案第５１号 令和４年度杵築市立山香病院事業会計決算

ですが、損益計算による収益及び費用については、病院事業収益３３

億４，７６７万７，７６３円に対して、病院事業費用は３０億７，７

７４万８，８３５円で、当年度経常利益は２億６，９９２万８，９２

８円となりました。これに特別損益を合算した当年度純利益は２億３，

６０３万５，３０２円となりました。 

資本的収入及び支出については、収入額２億４，９９３万６，００

０円に対して、支出額は３億２，５２２万４，７２２円で、不足する

額は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。 

 

以上、令和４年度各会計決算の状況について、説明を申し上げまし

た。 

 

続きまして、議案第５２号から議案第５９号までの、令和５年度各

会計補正予算について、説明を申し上げます。 

 

はじめに、議案第５２号 令和５年度杵築市一般会計補正予算（第

５号）について、説明を申し上げます。 

今回の補正は、令和４年度決算に伴う繰越金を計上したほか、議会

費、総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、消防

費、教育費、災害復旧費において、５億４，０７２万３千円を追加補

正し、補正後の予算総額を１８６億１，５２３万１千円といたしまし

た。 

主な補正の概要を、歳出から款を追って、説明を申し上げます。 

まず、総務費では、積立金として、前年度決算剰余金処分等に伴い

財政調整基金積立金２億３，７００万円、水道事業会計、下水道事業

会計、山香病院事業会計から一般会計に人事異動があった１０人分の

退職手当負担金を職員退職手当基金へ積立てるため１，２５０万４千
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円を計上いたしました。ケーブルテレビ使用料の令和４年度分生活保

護世帯等免除分、障がい者世帯、独居高齢者世帯減額分を一般会計か

ら補填するケーブルテレビ事業特別会計繰出金４０２万７千円、東山

香地区コミュニティセンター建設予定地の旧東山香小学校プール解体

工事の実施設計及びアスベスト含有建材調査を実施する経費２６８万

３千円を計上しました。 

民生費では、令和４年度補助事業の精算に伴う国庫返還金等を計上

いたしました。また、物価高騰の影響を受けている障がい者施設、保

育・子育て施設の運営継続を図るため、電気代や食材費等の高騰分の

一部を助成する負担金６９２万９千円、認知症高齢者グループホーム

等の利用者の安全・安心を確保するため、防災改修等の施設整備に対

して補助する経費７７０万９千円、５年を１期とする幼児教育・保育

及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保や業務の円滑な実

施に関する計画の策定のため、ニーズ調査を行う経費２８３万３千円、

生活保護システムの改修に係る経費２５０万６千円を計上しました。  

衛生費では、令和４年度に実施した新型コロナウイルスワクチン接

種対策費の精算に伴う国庫返還金等を計上いたしました。また、物価

高騰の影響を受けている高齢者施設等の運営継続を図るため、電気代

や食材費等の高騰分の一部を助成する負担金及び補助金１，０６９万

６千円、資源ごみストックヤード敷地内にある旧焼却炉が、経年劣化

により危険な状況となっているため、旧焼却炉の解体撤去工事を行う

経費１，１５７万８千円、指定ごみ袋の販売代金から必要経費を控除

した残額を環境対策基金に積立する経費４３０万６千円、デジタル田

園都市国家構想交付金を活用した衛星漏水調査事業に対する水道事業

会計への補助金２７０万円、水道事業における基幹水道構造物の耐震

化に対する出資金７４０万円を計上いたしました。 

 農林水産業費では、令和５年梅雨前線豪雨により被災した山
やま

の神
かみ

溜
ため

池
いけ

の応急対策工事を行う経費３００万２千円、石山ダムパイプライン
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の改修工事費３０３万円、平成２９年度から令和３年度に行われた経

営体小狭間暗渠排水工事等の地元負担額に対する助成金８９４万４千

円、重油高騰に備えた加温効率を高めるハウス改修等に対する補助金

１５１万７千円、高糖度かんしょ用の共同利用収穫機械の導入に対す

る補助金１１７万６千円、乾しいたけ新規参入者のほだ木造成に対す

る補助金６０万円、荒廃竹林を、竹炭やタケノコ生産ができる優良竹

林に整備するための補助金１０２万８千円を計上しました。 

 商工費では、横岳自然公園の危険防止のための施設修繕工事費１７

８万７千円を計上しました。 

土木費では、市道の維持補修工事に要する経費４，０００万円、令

和５年梅雨前線豪雨により被災した小野地区の急傾斜地崩壊対策に要

する経費１，０００万４千円を計上しました。 

消防費では、工事単価の上昇に伴い耐震性貯水槽整備に要する工事

費の増額１４７万９千円を計上しました。 

教育費では、杵築中学校駐輪場の安全確保のため、サイクルキーパ

ーを設置する経費４７３万円を計上しました。 

災害復旧費では、令和５年梅雨前線豪雨で被災した林道
りんどう

鹿鳴
か な

越
ごえ

線
せん

等

の復旧工事費や今後の台風等による災害復旧を迅速に対応するための

風倒木等除去、重機及び機械器具のレンタルに要する経費２，２００

万円を計上しました。 

最後に、人事異動等に伴い、各款にわたって、給与等人件費を調整

いたしました。 

以上、歳出について申し上げましたが、その財源は、国県支出金、

繰入金、繰越金、諸収入等です。 

 

次に、議案第５３号 令和５年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会

計補正予算（第１号）については、令和４年度決算剰余金処分、一般

会計からの補填分に伴うケーブルテレビ事業基金の積立金１，３８１
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万３千円、光化未整備地区通信基盤整備工事に要する経費１１４万６

千円、ケーブルテレビスタジオ移転改修建築工事等に要する経費２億

８，５０１万７千円を計上しました。あわせて、ケーブルテレビスタ

ジオ移転改修建築工事等については、年度内の完成が困難となること

から、令和６年度へ繰り越して実施するため、繰越明許費の設定を行

いました。 

 

次に、議案第５４号 令和５年度杵築市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）については、令和４年度決算確定に伴う繰越金や保険

給付費等交付金の精算等による返還金の補正が主なものです。 

  

次に、議案第５５号 令和５年度杵築市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）については、決算に伴う調整が主なものです。 

 

次に、議案第５６号 令和５年度杵築市介護保険特別会計補正予算

（第１号）については、令和４年度決算確定に伴う基金積立金や国庫

支出金等の返還金、人事異動に伴う人件費の調整が主なものです。 

 

次に、議案第５７号 令和５年度杵築市水道事業会計補正予算（第

２号）については、一般会計からの衛星漏水調査事業に対する補助金、

基幹水道構造物の耐震化に対する出資金を計上しました。 

 

次に、議案第５８号 令和５年度杵築市下水道事業会計補正予算（ 

第１号）については、資本費平準化債等の財源組替えを計上しました。 

 

次に、議案第５９号 令和５年度杵築市立山香病院事業会計補正予

算（第１号）については、物価高騰の影響を受けている施設管理費の

節減のため、ＬＥＤ照明を賃借する経費を計上しました。あわせて、
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令和６年度の電子カルテシステム更新に係る契約事務執行のため、債

務負担行為を計上しています。 

 

以上、令和５年度一般会計及び各特別会計補正予算について、その

概要を申し上げました。 

 
続きまして、条例議案について、説明を申し上げます。 

 
まず、議案第６０号 杵築市印鑑条例の一部改正については、個人

番号カードの電子証明を移動端末に搭載し、その機器を使用しコンビ

ニエンスストアや大規模商業施設などに設置している多機能端末から

印鑑登録証明書の発行を行うなど、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第６１号 杵築市分担金徴収条例の一部改正については、

山香・大田地域の企業等に光化未整備地区通信基盤整備事業を実施す

ることに伴い、地方自治法第２２４条の規定に基づき受益者から徴収

する分担金の率を定めるなど、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第６２号 杵築市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正については、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行し

たことにより、新型コロナウイルス感染症対策業務に従事した職員に

対して支給する防疫等作業手当を県に準じて廃止するため、所要の改

正を行うものです。 
 
次に、議案第６３号 杵築市立山香病院薬剤師修学資金の貸与に関

する条例の制定については、将来山香病院において薬剤師の業務に従

事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸与し、安定的な薬剤

師の確保を図るため、条例を制定するものです。 
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以上、提出いたしました予算議案１８件、条例議案４件について、

説明を申し上げました。 
 
何とぞ、慎重審議のうえ、ご賛同いただきますようお願い申し上げ

ます。 
 

それでは、報告第３１号から報告第３７号までについて、説明を申

し上げます。 
 
まず、報告第３１号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく健全化判断比率の算定については、同法第３条第１項の規定に

より、杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 
 
次に、報告第３２号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく資金不足比率の算定については、同法第２２条第１項の規定に

より、杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 
 
次に、報告第３３号 公益社団法人杵築市地域活性化センターの経

営状況について及び報告第３４号 株式会社きっとすきの経営状況に

ついては、それぞれ令和５年度事業計画と令和４年度決算状況等を地

方自治法第２４３条の３第２項の規定により議会に提出するものです。 
 
次に、報告第３５号 放棄した債権の報告については、杵築市債権

管理条例第１５条第１項の規定により権利を放棄しましたので、同条

第２項の規定により議会に報告するものです。 
 

次に、報告第３６号及び報告第３７号 専決処分の報告については、

12



 

本市が管理する市道で発生した物損事故の道路損害賠償責任に関する

示談について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分し

ましたので、同条第２項の規定により議会に報告するものです。 
 
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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